
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
十
二
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）

『
歌
仙
二
葉
抄
』
と
『
歌
仙
傳
』

’
三
十
六
人
歌
仙
伝
続
考
Ｉ

要
旨
十
八
世
紀
中
葉
に
刊
行
さ
れ
た
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
は
、
「
歌
仙
傳
日
ク
」
と
し
て
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
か
ら
の
引
用
を
多

量
に
所
載
す
る
が
、
そ
の
本
文
は
現
存
伝
本
数
の
少
な
い
異
本
系
の
そ
れ
で
あ
り
、
近
世
中
期
に
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
は
、

流
布
本
本
文
と
並
行
し
て
異
本
本
文
も
通
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
を
、
現

存
流
布
本
・
異
本
と
比
較
、
考
究
し
て
、
異
本
本
文
の
特
徴
を
保
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

■
且
■
■
■
｝
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仙
伝
』
と
い
か
な
る
本
文
函

明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
引
用
し
た
文
献
が

を
知
り
得
る
と
い
う
点
で
貴
重
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
る
如
く
、
『
歌
仙
傳
』
（
川
三
十
六
人
歌
仙
伝
）
を
極
め
て
重
要
視
す
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
中
、
近
世
を
通
じ
て
、

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
引
用
し
た
文
献
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
流
布
の
実
態
の
一
端

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
刊
行
の
岨
山
春
幸
著
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
、
三
十
六
歌
仙
歌
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
先
行
す
る
類
書
、
た
と

え
ば
下
河
辺
長
流
『
歌
仙
抄
』
（
寛
文
六
年
刊
）
、
山
雲
子
（
堀
内
直
頼
）
『
歌
仙
金
玉
抄
』
（
天
和
三
年
刊
）
、
北
村
季
吟
『
歌
仙
拾
穂
抄
』

（
正
徳
四
年
刊
）
、
細
川
幽
斎
『
歌
仙
家
集
解
難
抄
』
（
天
正
一
七
年
成
立
、
元
文
四
年
刊
）
等
に
比
較
し
て
著
し
い
特
色
を
な
す
の
は
、

三
十
六
人
の
歌
人
の
伝
記
を
能
う
限
り
詳
細
に
所
載
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
伝
記
の
典
拠
と
し
て
は
『
日
本
紀
』
・
『
続
日
本
紀
』
・

『
新
撰
姓
氏
録
』
・
『
作
者
部
類
』
・
『
拾
芥
抄
』
・
『
袋
草
紙
』
・
『
紹
運
録
』
な
ど
の
書
目
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
歌
仙
傳
二
曰

ク
」
、
「
歌
仙
傳
二
」
等
と
し
て
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
か
な
り
多
く
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
序
に
も
、

シ
カ
サ

過
に
し
こ
ろ
京
師
に
遁
遙
せ
し
に
、
或
人
歌
仙
傳
と
な
ん
云
を
予
に
あ
た
へ
て
、
此
書
官
く
ら
ゐ
な
ど
す
生
み
し
年
月
日
を
し
る
す
而

己
な
が
ら
、
雲
の
上
に
も
と
り
ｊ
、
も
て
は
や
し
給
ふ
な
れ
ど
、
奇
の
心
を
し
る
さ
ず
。
ね
が
は
く
は
歌
人
三
十
六
人
の
あ
ら
ま
し
事

丼
寄
の
心
な
ど
と
も
に
く
は
し
く
し
る
せ
よ
と
請
ふ
。
（
中
略
）
歌
仙
傳
に
の
せ
侍
る
事
ど
も
は
、
其
所
の
か
し
ら
に
こ
と
は
り
て
残

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
そ
れ
ら
が
現
存
『
三
十
六
人
歌

伝
』
と
い
か
な
る
本
文
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
中
心
に
考
察
を
加
え
、
近
世
流
布
の
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
の
実
態
を

さ
ず
書
し
る
し
。
．

■■■■■■
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

言
う
ま
で
も
な
く
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
は
三
十
六
歌
仙
の
伝
記
の
集
成
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
群
書
類
従

巻
第
六
五
所
収
本
文
を
代
表
と
す
る
同
一
系
統
の
諸
本
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
末
期
の
顕
昭
の
著
作
『
柿
本
朝

臣
人
麻
呂
勘
文
』
・
『
古
今
集
序
注
』
両
書
が
「
三
十
六
人
伝
云
」
と
し
て
引
用
す
る
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
記
載
に
は
、
群
書
類
従
本

を
は
じ
め
と
す
る
現
行
流
布
本
に
は
見
ら
れ
ぬ
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
顕
昭
参
看
の
本
文
は
流
布
本
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
現
行
流
布
本
本
文
の
外
に
異
本
本
文
も
存
在
し
た
こ
と
を
窺
知
せ
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
稿
者
が
最
近
管
見
し
得
た
次
の
五

本
は
そ
の
異
本
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、

②
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
一
五
○
・
六
二
二
）
「
歌
仙
伝
」

⑧
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
一
五
四
・
七
）
『
歌
集
楪
抄
』
所
収
「
歌
仙
伝
」

（
制
上
）

剛
高
松
宮
家
蔵
（
七
・
二
二
七
・
六
）
『
歌
集
榛
抄
』
所
収
「
歌
仙
伝
」

⑤
高
松
宮
家
蔵
（
七
・
一
三
七
・
七
）
『
代
々
集
』
所
収
「
歌
仙
伝
」

の
五
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
五
本
は
、
相
互
に
補
完
し
得
る
字
句
の
小
異
を
除
け
ば
全
く
一
致
し
、
顕
昭
所
引
の
記
載
と
内
容
的
に
よ
く

（
⑥
必
）

合
致
す
る
本
文
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
異
本
本
文
の
全
貌
な
ら
び
に
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
既
に
前
稿
に
述
べ
た
の
で
、
詳
細
は

そ
れ
ら
に
譲
る
が
、
概
し
て
異
本
は
流
布
本
よ
り
も
委
曲
を
尽
し
た
記
載
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
文
意
の
通
り
易
い
場
合
が
多
く
、
異
本

は
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
原
型
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
形
態
で
、
流
布
本
は
原
型
を
抄
出
、
簡
略
化
し
た
略
本
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ

ヲ
（
》
○

側
松
野
陽
一
氏
蔵
「
歌
仙
伝
」

一

■■■■■■
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か
よ
う
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
か
ら
記
事
を
引
用
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
引
用
し
て
も
ご
く
微
量
に
と
ど
ま

る
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
の
歌
人
の
場
合
、
か
な
り
詳
細
に
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
引
用
す
る
の
で
、
そ
の
引
用
本
文
と
現
存
『
三
十

六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
と
を
比
較
、
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
両
者
の
本
文
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す

る
。
な
お
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
は
、
流
布
本
に
つ
い
て
は
群
書
類
従
本
を
、
異
本
に
つ
い
て
は
先
掲
五
本
の
誤
謬
を
相
互
に

補
完
し
た
校
訂
本
文
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
す
る
。

さ
て
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
は
、
先
述
の
如
く
「
歌
仙
傳
一
一
日
ク
」
と
し
て
『
歌
仙
傳
』
を
引
用
し
た
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
引
用

は
三
十
六
人
の
歌
人
全
て
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
伊
勢
・
素
性
法
師
・
三
条
院
女
蔵
人
左
近
（
小
大
君
）
の
三
歌
人
に
つ

い
て
は
全
く
引
用
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
柿
本
人
麿
・
山
辺
赤
人
・
小
野
小
町
・
壬
生
忠
岑
の
四
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
極
め
て
簡
略
な

記
述
と
な
る
も
の
も
あ
る
。
人
麿
に
つ
い
て
は
「
先
祖
不
見
云
云
又
云
ク
件
人
就
二
年
々
ノ
除
目
叙
位
等
一
尋
二
其
昇
進
一
無
一
一
所
見
一
云
一
三
と
、

赤
人
に
つ
い
て
は
「
先
祖
不
見
云
云
」
と
記
す
の
承
で
あ
り
、
小
町
は
「
拾
芥
抄
出
羽
郡
司
女
仁
明
時
承
和
之
比
人
也
云
云
歌
仙
傳
井
親
房

の
古
今
の
抄
等
是
に
同
し
」
、
忠
岑
は
「
歌
仙
傳
に
も
右
衛
門
府
生
壬
生
直
と
書
る
斗
に
て
委
し
く
し
る
さ
ず
」
の
如
く
で
あ
っ
て
、
『
三

十
六
人
歌
仙
伝
』
に
お
け
る
こ
の
四
人
の
、
殊
に
人
麿
・
赤
人
の
記
事
量
か
ら
考
え
る
と
甚
だ
引
用
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

シ
カ
サ

『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
著
者
の
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
対
す
る
記
事
摂
取
の
態
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
此
書
官
く
ら

ゐ
な
ど
す
生
み
し
年
月
日
を
し
る
す
而
己
な
が
ら
」
（
序
）
、
「
歌
仙
傳
は
官
位
の
昇
進
年
月
を
記
せ
る
而
己
の
書
な
れ
は
」
（
人
麿
）
、
「
歌

仙
傳
は
官
位
の
昇
進
年
月
等
而
己
を
記
せ
る
書
な
る
ゆ
へ
」
（
赤
人
）
と
規
定
す
る
こ
と
か
ら
窺
い
知
れ
る
よ
う
に
、
専
ら
官
位
昇
進
の

次
第
を
知
る
典
拠
と
限
定
し
て
依
拠
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
官
位
昇
進
に
関
す
る
記
載
の
な
い
伊
勢
・
素
性
・
小
大
君
に
つ
い
て

は
引
用
す
べ
き
記
事
が
見
出
せ
ず
、
ま
た
、
人
麿
以
下
の
四
人
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
出
自
に
か
か
わ
る
微
量
の
注
記
に
と
ど
ま
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

延
喜
元
年
六
月
任
二
神
祇
少
祐
鑑
蝿
６
五
年
正
月
転
二
権
大
祐
記
承
平
三
年
正
月
転
．
任
権
少
副
↓
天
慶
二
年
十
月
七
日
任
二
祭
主
圭
同
四

年
正
月
七
日
叙
二
従
五
位
下
圭
鵜
主
八
年
正
月
七
日
叙
二
従
五
位
上
壬
十
月
任
二
大
副
圭
十
一
月
十
四
日
叙
二
正
五
位
下
↓
天
暦
五
年
正
月

七
日
叙
二
従
四
位
下
《
天
徳
二
年
卒
。
天
暦
十
年
五
月
十
一
日
大
外
記
御
船
宿
禰
伝
説
勘
文
云
。
錐
し
有
二
氏
五
位
一
依
レ
非
二
神
祇
官
人
一

以
二
六
位
官
人
一
補
二
祭
主
一
。
〈
以
下
略
〉

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頼
基
は
天
慶
二
年
に
六
位
の
ま
ま
で
祭
主
に
任
じ
た
こ
と
が
判
明
し
、
「
雌
有
氏
五
位
．
…
・
・
補
祭
主
」
の
一
文
は
そ
れ

に
対
す
る
説
明
と
わ
か
る
。
流
布
本
は
異
本
の
傍
線
部
「
二
年
十
月
七
日
任
祭
主
同
」
を
脱
し
、
か
つ
割
注
「
祭
主
労
」
の
「
労
」
字
を

落
す
た
め
、
天
慶
四
年
に
従
五
位
下
に
叙
し
祭
主
に
任
じ
た
か
の
如
き
記
述
に
な
り
、
末
尾
の
一
文
を
付
載
す
る
意
味
が
理
解
し
難
い
の

文
と
を
併
せ
掲
出
し
て
承
よ
う
。

最
初
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
本
文
は
現
存
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
、
異
本
い
ず
れ
の
本
文
に
よ
り
近
い
の
か
、
と
い
う

点
を
大
ま
か
に
把
握
す
る
た
め
に
、
流
布
本
、
異
本
の
顕
著
な
対
立
箇
所
と
な
る
両
者
の
本
文
と
、
当
該
部
分
の
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
本

と
あ
っ
て
、
末
尾
（

れ
が
理
解
さ
れ
る
。

延
喜
元
年
六
月
任
二
神
祇
少
祐
癖
秘
院
五
年
正
月
転
二
権
大
祐
主
承
平
一
一
一
年
正
月
転
．
任
権
少
副
↓

先
ず
第
一
番
目
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
大
中
臣
頼
基
の
項
で
あ
る
。
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
は
、

延
喜
元
年
六
月
任
二
神
祇
少
祐
司
五
年
正
月
任
二
権
大
祐
↓
承
平
三
年
正
月
任
二
権
少
副
↓
天
慶
四
年
正
月
七
日
叙
二
従
五
位
下
票
主
。
天

人
一
以
二
六
位
官
人
一
補
二
祭
主
↓

暦
五
年
正
月
七
日
叙
二
従
四
位
下
記
天
徳
二
年
卒
。
天
暦
十
年
五
月
十
一
日
大
外
記
御
船
宿
禰
伝
説
勘
文
云
。
雛
し
有
二
氏
五
位
一
非
二
神
官

一
一
一

末
尾
の
傍
線
部
「
雛
有
氏
五
位
・
・
・
…
補
祭
主
」
の
語
句
が
何
を
説
明
す
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
異
本
本
文
に
よ
れ
ば
そ
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即
ち
、
「
右
近
将
監
・
左
近
将
監
」
（
流
布
本
）
↓
「
左
近
衛
権
将
監
・
右
近
将
監
」
（
二
葉
抄
）
が
異
な
る
外
、
安
和
元
年
に
叙
従
五
位

下
、
同
二
年
に
任
相
模
権
介
と
な
る
。
こ
の
相
違
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
依
拠
の
『
歌
仙
傳
』
本
文
が
現
存
流
布
本
の
そ
れ
と
異
な
る
こ

と
を
示
す
が
、
次
掲
の
異
本
本
文
は
『
歌
仙
二
葉
抄
』
と
特
徴
的
に
一
致
す
る
。

異
が
あ
る
。

康
保
四
年
十
月
任
二
右
近
将
監
流
鋤
帯
同
月
任
一
左
近
将
監
融
樅
蠅
卿
姫
依
十
一
月
廿
七
日
叙
二
従
五
位
下
剛
迩
一
年
正
月
任
二
相
模
権
介
記

天
延
三
年
正
月
任
二
左
馬
助
《
貞
元
元
年
七
月
任
二
相
模
権
守
↓
長
保
年
中
於
二
陸
奥
国
一
卒
云
云
。

と
あ
る
の
で
、
康
保
四
年
十
一
月
に
叙
従
五
位
下
、
任
相
模
権
介
の
年
号
が
不
明
と
な
る
が
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
次
に
示
す
よ
う
に
小

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
』

歌
仙
伝
』
流
布
本
本
文
は
、

で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
部
分
の
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
本
文
は
、

歌
仙
傳
二
云
延
喜
元
年
六
月
任
二
神
祇
少
祐
癖
紗
院
五
年
正
月
韓
二
権
大
祐
一
承
平
一
二
年
正
月
韓
．
任
権
少
副
天
慶
二
年
十
月
七
日
任
二
祭

主
一
同
四
年
正
月
七
日
叙
二
従
五
位
下
一
八
年
正
月
七
日
叙
二
従
五
位
上
一
十
月
任
二
大
副
一
九
年
十
一
月
十
四
日
叙
二
正
五
位
下
一
天
暦
五
年

正
月
七
日
叙
二
従
四
位
下
一
天
徳
二
年
卒
ス
云
云

の
本
文
で
あ
っ
て
、
字
句
に
小
異
は
あ
る
も
の
の
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
本
文
と
基
本
的
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
依
拠
し
た
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
は
異
本
系
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
補
強
す
る
同
様
の
例
は
他
に
も
い
く
つ
か
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
重
之
の
条
に
お
け
る
『
三
十
六
人

歌
仙
傳
云
ク
康
保
四
年
十
月
任
二
左
近
衛
権
将
監
肺
則
帯
同
月
任
二
右
近
将
監
安
和
元
年
十
一
月
廿
七
日
叙
一
従
五
位
下
跡
謎
一
年
正
月

イ
ニ
権
字
ナ
シ

任
二
相
模
権
介
一
天
延
三
年
正
月
左
馬
助
貞
元
元
年
七
月
任
二
相
模
権
守
一
長
保
年
中
於
二
陸
奥
国
一
卒
云
々
或
説
云
實
方
中
将
為
し
守
之
時

ノ

為
し
送
下
向
ス
云
々
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

康
保
四
年
十
月
任
二
左
近
衛
権
将
監
励
鋤
帯
同
月
任
一
右
近
将
監
耐
縦
概
州
陥
也
安
和
元
年
十
一
月
廿
七
日
叙
一
従
五
位
下
錦
上
繭
二
年
正

月
任
二
相
模
権
介
主
天
延
三
年
正
月
任
二
左
馬
助
一
貞
元
々
年
七
月
任
二
相
模
権
守
記
長
保
年
月
於
二
陸
奥
国
卒
。
械
捌
賑
椴
断
碑
柵
酬
云

○

即
ち
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
異
本
の
割
注
「
兄
能
正
朝
臣
依
為
右
少
将
也
」
と
、
「
天
延
三
年
正
月
任
左
馬
助
」
の
「
任
」
を
欠
き
、
逆
に
異

本
は
「
イ
ニ
権
字
ナ
シ
」
の
傍
書
校
異
を
持
た
な
い
と
い
う
程
度
の
違
い
で
あ
っ
て
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
の
『
歌
仙
傳
』
本
文
は
異
本

系
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
末
尾
の
「
或
説
云
…
：
．
下
向
云
云
」
の
文
言
が
、
『
歌
仙
傳
』
と
は
別

の
典
拠
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
異
本
を
対
置
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
も
結
局
は
『
歌
仙
傳
』
の
記
事
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
大
中
臣
頼
基
・
源
重
之
の
二
例
か
ら
の
承
で
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
引
用
す
る
『
歌
仙
傳
』
が
異
本
系
本
文
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
確
実
と
思
わ
れ
る
が
、
更
に
加
証
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
大
伴
家
持
の
例
な
ど
も
あ
る
。
『
歌
仙
二
葉
抄
』
が
「
歌
仙
傳
二
曰
ク
」

と
し
て
引
用
す
る
家
持
の
条
の
末
尾
、

ワ
ノ
ツ
ク
ワ

ヲ

ノ
ノ
ー
ス
ヲ
し
り

（
延
暦
）
四
年
八
月
莞
後
廿
余
日
其
骸
未
レ
葬
大
伴
継
人
竹
良
等
射
．
殺
中
納
言
藤
原
種
継
一
事
発
覚
下
し
獄
按
．
験
之
一
事
連
二
家
持
等
一

テ
ニ

ヲ

由
し
是
避
．
除
名
一
其
息
永
主
等
並
処
レ
流
云
云

Ｏ

の
「
四
年
八
月
莞
」
の
次
「
後
廿
余
日
・
…
：
」
以
下
の
文
言
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
に
は
見
ら
れ
ず
、
異
本
に
、
「
避
除
名

Ｏ

其
息
永
主
等
」
の
部
分
が
「
追
除
名
・
…
：
」
の
異
文
と
は
な
る
も
の
の
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
存
在
す
る
事
実
な
ど
も
指
摘
し
得
る
。
こ

の
外
、
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
、
凡
河
内
躬
恒
の
「
大
堰
川
行
幸
和
歌
」
の
条
に
お
け
る
記
載
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
い
得
る
。
当
該
部

分
の
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
流
布
本
が
、

件
日
。
題
九
。
読
人
六
人
。
毎
題
各
一
首
。
但
躬
恒
毎
題
献
二
二
首
一
・

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
異
本
は
、
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で
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
引
用
す
る
『
歌
仙
傳
』
本
文
は
、
現
行
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
と
ど
の
程
度
ま
で
一
致
し
、
あ

る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
の
か
、
次
に
は
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

。

Ｏ

◎

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
と
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
と
を
対
校
す
る
と
、
「
春
宮
大
夫
如
故
」
↓
「
．
：
如
元
」
、
「
延
木
」
↓

Ｏ

「
延
喜
」
な
ど
の
用
字
の
違
い
を
除
い
て
、
先
ず
目
に
つ
く
の
は
、
相
互
に
文
字
一
、
二
字
程
度
の
欠
脱
や
異
同
が
か
な
り
多
い
こ
と
で

あ
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
具
体
例
を
掲
げ
る
と
（
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
を
掲
げ
て
、
異
同
箇
所
に
傍
線
を
施
し
、
カ
ッ
コ
を

付
し
て
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
を
示
す
。
異
本
本
文
に
欠
脱
の
場
合
は
、
引
用
本
文
の
頭
に
○
印
を
付
し
て
示
す
）
、

同
十
七
年
正
月
授
（
叙
）
従
五
位
下
（
家
持
）

十
七
年
正
月
任
（
ナ
シ
）
図
書
頭
（
敏
行
）

『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
成
立
、
刊
行
の

い
た
こ
と
を
跡
付
け
る
の
で
あ
る
。

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
・
異
本
両
本
文
間
の
、
・
両
者
を
区
分
す
る
目
や
す
と
も
な
る
べ
き
顕
著
な
対
立
箇
所
に
お
い
て
、
『
歌

仙
二
葉
抄
』
所
引
本
文
を
対
照
、
考
察
し
た
結
果
、
そ
の
本
文
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
本
文
の
特
徴
を
具
備
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
依
拠
の
『
歌
仙
傳
』
本
文
が
異
本
系
の
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
成
立
、
刊
行
の
十
八
世
紀
中
葉
に
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
は
流
布
本
本
文
と
並
行
し
て
、
異
本
本
文
も
流
布
し
て

あ
る
。

件
日
。
題
九
読
人
六
人
。
毎
し
題
各
一
首
。
但
躬
恒
除
二
鶴
江
立
一
之
外
。
毎
し
題
献
二
二
首
一
・

の
如
く
、
流
布
本
の
持
た
な
い
傍
線
部
の
語
句
「
除
鶴
江
立
之
外
」
を
有
す
る
が
、
こ
の
記
載
は
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
も
見
ら
れ
る
の
で

四
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

次
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
の
有
す
る
割
注
の
う
ち
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
中
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
が
い

く
つ
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
源
重
之
の
条
に
も
、
異
本
本
文
の
「
同
月
任
右
近
将
監
慨
縦
柾
州
距
也
」
の
割
注
部
分
の
記
載

が
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
中
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
例
は
他
に
い
く
ら
も
散
見
す
る
の
で
、
当
該
部
分
を

傍
線
を
施
し
て
掲
出
す
る
。

合
、
そ
れ
志

し
得
な
い
。

天
徳
二
年
正
月
任
（
ナ
シ
）
越
後
守
（
信
明
）

永
観
元
年
々
月
（
月
日
）
卒
（
順
）

天
徳
元
（
○
年
）
十
月
廿
日
（
能
宣
）

御
厨
（
○
子
）
所
定
外
膳
部
（
忠
見
）

正
月
七
日
叙
（
○
従
）
五
位
上
（
兼
盛
）

仁
明
天
皇
孫
歎
（
也
）
（
宗
干
割
注
）

な
ど
の
些
細
な
異
同
で
あ
り
、
欠
脱
箇
所
は
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
謬
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
誤
脱
、
誤
謬
と
な
る
場

合
、
そ
れ
が
執
筆
時
点
に
生
じ
た
誤
り
な
の
か
、
依
拠
し
た
『
歌
仙
傳
』
自
体
の
欠
陥
を
継
承
し
た
も
の
な
の
か
、
目
下
の
と
こ
ろ
判
断

三
年
十
二
月
一
百
莞
珊
辨
節
辨
鮴
柵
副
（
朝
忠
）

延
長
二
年
正
月
七
日
叙
従
五
位
下
柵
削
峨
側
（
公
忠
）

八
年
九
月
停
長
官
依
晏
駕
也
（
公
忠
）

九
年
卒
峅
椰
甜
雛
獅
祁
年
（
公
忠
）

同
四
年
正
月
七
日
叙
従
五
位
下
鵬
主
（
頼
基
）
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承
平
七
年
正
月
十
六
日
補
蔵
人
敬
鮴
鮒
鰡
撫
創
（
信
明
）

天
暦
五
年
正
月
任
河
内
権
橡
校
聿
展
労
（
元
輔
）

四
年
十
月
任
民
部
少
丞
難
衡
卿
完
輔
）

承
平
五
年
二
月
任
加
賀
橡
細
院
（
元
真
）

正
暦
三
年
一
一
月
卒
邸
即
醐
副
渕
射
（
仲
文
）

天
延
二
年
十
一
月
廿
五
日
叙
従
五
位
上
細
那
餓
至
（
能
宣
）

こ
れ
ら
の
全
て
を
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
誤
脱
と
は
考
え
難
い
の
で
、
想
像
さ
れ
る
の
は
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
先
ず
第
一
に
、
『
歌

仙
二
葉
抄
』
の
依
拠
し
た
『
歌
仙
傳
』
に
既
に
欠
落
と
な
っ
て
い
た
、
即
ち
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
依
拠
の
『
歌
仙
傳
』
は
、
現
存
異
本
本

文
と
異
同
の
あ
る
本
文
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
第
二
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
著
者
が
、
『
歌
仙
傳
』
の
記
事
、
特
に
割
注
に
対
し
て

取
捨
選
択
を
加
え
た
場
合
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
う
ち
で
は
、
確
証
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
前
章
に
掲

げ
た
源
重
之
の
条
の
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
末
尾
「
或
説
云
實
方
中
将
為
守
之
時
為
送
下
向
云
々
」
が
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
で
は
末

尾
に
付
さ
れ
た
割
注
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
異
本
の
割
注
に
対
す
る
『
歌
仙
二
葉
抄
』
著
者
の
取
扱
い
に
は
、
何
ら
か
の
意
識

が
働
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
方
を
敷
術
す
れ
ば
、
朝
忠
に
付
さ
れ
た
割
注
「
号
士
御
門
中
納
言
」
が
『
歌
仙
二

葉
抄
』
で
省
略
さ
れ
た
の
も
、
冒
頭
で
既
に
「
従
三
位
右
衛
門
督
士
御
門
の
中
納
言
と
号
す
」
と
触
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
し
、
同
じ
く
公
忠
の
割
注
「
仁
和
四
年
戊
申
生
号
滋
井
弁
」
の
「
号
滋
井
弁
」
に
つ
い
て
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
で
は

シ
ゲ
ノ
イ

「
歌
仙
傳
云
ク
」
の
引
用
文
以
前
に
、
「
光
孝
天
皇
の
孫
に
て
．
．
…
・
滋
野
井
弁
と
い
へ
り
」
と
説
明
が
あ
る
の
で
、
割
注
の
方
は
除
外
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
他
の
例
に
対
す
る
合
理
的
な
説
明
は
な
し
得
な
い
も
の
の
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
作
者
の

段
階
で
の
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
る
省
略
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
と
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
と
の
間
に
は
、
相
互
に

文
字
一
、
二
字
分
程
度
の
異
同
が
あ
っ
た
り
、
異
本
本
文
の
割
注
の
一
部
を
省
略
し
た
り
す
る
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

外
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
は
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
に
対
し
て
、
大
き
く
脱
文
と
な
る
部
分
が
二
箇
所
あ
っ
て
、
逆
に

引
用
本
文
に
対
し
て
異
本
本
文
が
脱
文
と
な
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
二
箇
所
と
は
、
藤
原
兼
輔
の
項
の
、

傍
線
部
分
と
、
同
じ
く
、
源
宗
干
の
項
の
、

延
木
四
年
二
月
任
二
摂
津
権
守
記
五
年
正
月
任
二
兵
部
大
輔
印
八
年
正
月
任
二
右
馬
頭
記
十
年
兼
二
参
河
権
守
↓
十
五
年
六
月
任
二
相
模
守
辛

傍
線
部
分
と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
二
箇
所
の
当
該
部
分
に
お
け
る
『
歌
仙
二
葉
抄
』
引
用
本
文
は
、

十
九
年
正
月
兼
二
備
前
守
一
同
月
七
日
昇
殿
廿
二
年
正
月
七
日
叙
二
従
四
位
上
一
（
兼
輔
）

延
喜
四
年
二
月
任
二
摂
津
権
守
一
十
五
年
六
月
任
二
相
模
守
一
（
宗
干
）

Ｏ

の
如
く
で
あ
る
が
、
一
瞥
し
て
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
の
傍
線
部
分
を
挾
ん
で
、
そ
の
前
後
の
語
句
「
同

。

○
０

０
○

○
○

月
・
…
・
・
同
二
月
」
（
兼
輔
）
、
「
摂
津
権
守
・
…
・
・
参
河
権
守
」
（
宗
子
）
が
酷
似
す
る
の
で
、
目
移
り
等
に
よ
る
誤
脱
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
因
み
に
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
流
布
本
本
文
に
も
、

延
喜
四
年
二
月
廿
六
日
任
二
摂
津
権
守
圭
五
年
正
月
十
一
日
任
二
兵
部
大
輔
弐
八
年
正
月
九
日
任
二
右
馬
頭
司
十
二
年
十
月
五
日
兼
二
三
河

ｌ権守
圭
十
五
年
六
月
廿
五
日
任
二
相
模
守
↓
（
宗
干
）

十
九
年
正
月
兼
二
備
前
守
↓
同
月
任
二
左
近
衛
権
中
将
圭
内
蔵
頭
如
レ
故
。
廿
一
年
正
月
任
二
参
議
辛
中
将
如
レ
故
。
同
二
月
七
日
昇
殿
。

廿
二
年
正
月
七
日
叙
二
従
四
位
上
主
（
兼
輔
）

（
延
喜
）
十
九
年
子

日
叙
二
従
四
位
上
記

十
九
年
正
月
兼
二
備
前
守
至
同
月
任
二
左
近
衛
権
中
将
王
加
瀬
頭
廿
一
年
正
月
任
二
参
議
耐
棚
同
二
月
七
日
昇
殿
。
廿
二
年
正
月
七
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と
記
さ
れ
、
異
本
に
対
し
て
、
割
注
を
本
文
化
し
た
り
、
任
官
年
月
日
が
詳
細
で
か
つ
小
異
を
持
っ
た
り
す
る
と
い
う
違
い
は
あ
っ
て

も
、
異
本
本
文
と
同
内
容
の
記
載
を
有
す
る
の
で
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
た
本
文
で
あ
っ
て
、
『
歌
仙
二
葉

抄
』
に
お
け
る
誤
脱
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
脱
文
が
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
依
拠
し
た
『
歌
仙
傳
』
の
段
階
で
既
に
な

さ
れ
て
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
転
載
す
る
折
に
生
じ
た
誤
脱
な
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
見
窮
め
が
つ
か
な

『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
本
文
に
対
し
て
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
本
文
が
相
違
を
示
す
の
は
、
大
体
以
上
に
述
べ
た
三

点
に
集
約
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
依
拠
の
『
歌
仙
傳
』
本
文
が
、
現
存
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異

本
本
文
と
同
系
統
の
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
生
じ
得
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
の
事
象
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
こ
の

仮
定
を
積
極
的
に
否
定
す
る
反
証
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
第
三
章
で
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
と
異
本
と
の
本
文
対
立
箇
所
に
お
け
る
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙

傳
』
の
本
文
が
、
異
本
本
文
の
特
徴
を
顕
著
に
具
備
す
る
こ
と
を
把
握
し
、
第
四
章
で
は
、
異
本
本
文
と
引
用
本
文
と
の
本
文
異
同
の
実

態
を
検
討
し
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
を
、
対
立
的
系
統
の
本
文
間
に
生
じ
た
異
同
と
見
倣
さ
な
く
と
も
よ
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら

の
結
論
か
ら
の
承
で
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
引
用
す
る
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
が
、
現
存
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
系
統
の
本
文
で
あ

る
こ
と
は
十
分
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
更
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
記
載
を
博
捜
し
て
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
に

特
有
の
要
素
を
探
り
出
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
辿
り
得
た
見
解
の
補
強
を
し
て
お
き
た
い
。

『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
お
け
る
伊
勢
の
条
は
、
冒
頭
か
ら
次
の
如
く
記
さ
れ
る
。

い
0

五
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

こ
れ
は
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
内
容
と
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
伊
勢
に
関
し
て

は
、
「
歌
仙
傳
云
ク
」
と
い
う
形
で
の
『
歌
仙
傳
』
を
引
用
し
た
記
述
を
持
た
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
の
記
載
は
、
『
歌
仙
傳
』
か
ら
の

引
用
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
や
は
り
そ
の
内
容
を
捨
て
き
れ
ず
に
転
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
こ
そ
、
細
字
注
記
と
い
う
体
裁
ま
で
も
が
似
通
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
す
れ

ば
、
『
歌
仙
二
葉
抄
一
の
依
拠
し
た
『
歌
仙
博
一
は
、
呪
灯
『
二
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
と
極
め
て
近
似
し
た
形
態
で
あ
っ
た
と
想
定

モ
ト

日
野
家
ノ
祖
真
夏
よ
り
四
代
の
孫
二
前
ノ
大
和
守
従
五
位
上
藤
原
継
蔭
元
伊
勢
守
也
。
此
人
の
女
メ
な
る
に
よ
り
て
伊
勢
と
名
づ
く
。
拾

芥
抄
に
は
寛
平
法
皇
の
御
息
所
と
云
々
・
寛
平
法
皇
の
御
子
行
明
親
王
を
う
ぶ
し
人
也
。
七
条
の
后
温
子
に
宮
仕
へ
の
女
也

こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
後
、
一
字
分
下
げ
て
、
細
字
書
入
れ
の
形
で
、

東
七
条
后
藤
ノ
温
子
〈
仁
和
四
年
十
月
六
日
入
内
九
日
為
二
女
御
｝
寛
平
九
年
七
月
廿
六
日
為
二
皇
大
夫
人
一
延
喜
五
年
五
月
出
家
七
年
六

月
崩
ズ
年
三
十
六
昭
宣
公
第
三
ノ
女
ト
云
云

と
記
し
て
、
「
七
条
后
温
子
」
の
略
歴
を
注
記
す
る
の
で
あ
る
。
『
歌
仙
二
葉
抄
』
自
体
は
、
三
十
六
歌
仙
の
歌
に
ま
つ
わ
る
詳
細
な
注
釈

言
で
あ
っ
て
、
歌
人
や
そ
の
歌
に
関
し
て
は
も
と
よ
り
、
そ
の
周
辺
の
事
情
に
対
し
て
、
極
め
て
委
し
い
注
釈
を
施
す
の
を
特
色
と
す
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
細
字
注
記
の
形
で
略
歴
を
記
す
の
は
こ
の
部
分
一
箇
所
の
承
で
あ
っ
て
、
大
変
珍
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
に
特
有
の
部
分
に
、
宇
多
法
皇
と
伊
勢
と
の
間

に
生
ま
れ
た
行
明
親
王
を
め
ぐ
っ
て
、
伊
勢
と
七
条
后
温
子
と
の
贈
答
歌
を
記
し
た
後
、
「
東
七
条
后
藤
温
子
」
と
名
を
掲
げ
、
そ
の
下

に
細
字
注
記
の
体
裁
で
、
次
の
如
き
記
載
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

仁
和
四
年
十
月
六
日
入
内
九
日
為
二
女
御
↓
寛
平
九
年
七
月
廿
六
日
為
二
皇
大
夫
人
や
延
荏
五
年
五
月
出
家
。
七
年
六
月
崩
。
年
三
十

六
。
昭
宣
公
第
三
女
。
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歌
仙
傳
云
ク
宇
多
院
第
四
二
品
中
務
卿
敦
慶
親
王
女
母
〈
伊
勢
高
藤
大
臣
ノ
女
云
云

「
宇
多
院
・
…
：
敦
慶
親
王
女
」
ま
で
の
記
事
は
何
ら
疑
問
な
く
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
以
下
の
「
母
ハ
伊
勢
高
藤
大
臣
ノ
女
」
の
文
言
は

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
虚
心
に
読
め
ば
、
「
中
務
の
母
親
は
伊
勢
で
あ
っ
て
、
そ
の
伊
勢
は
高
藤
大

ム
ス
メ

臣
の
女
で
あ
る
」
と
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
伊
勢
は
藤
原
高
藤
の
女
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
史
実
に
反
し
て
、
全
く
荒

唐
無
稽
な
説
明
に
陥
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
異
本
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
見
る
と
、
こ
の
疑
問
も
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。
異
本

更
に
『
歌
仙
二
葉
抄
』
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
次
の
如
き
事
例
に
も
逢
着
す
る
。
藤
原
高
光
に
関
す
る
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
記
事
の
う

ち
、
「
官
位
の
事
は
歌
仙
傳
｜
一
云
」
と
し
て
引
用
す
る
文
言
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
本
文
と
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
注

目
す
べ
き
は
末
尾
の
「
應
和
元
年
十
二
月
四
日
到
二
横
川
一
入
道
」
の
語
句
の
次
に
記
さ
れ
た
、

号
多
武
峯
少
将
此
名
如
元
卒
年
不
詳

と
あ
る
割
注
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
本
に
、

０
０

応
和
元
年
入
道
。
号
二
多
武
峯
少
将
↓
法
名
如
覚
卒
年
不
レ
詳
。

。
○

と
記
す
の
が
正
し
く
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
「
此
名
如
元
」
は
誤
写
か
ら
生
じ
た
異
文
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
依
拠
し
た
『
歌
仙
傳
』

の
誤
り
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
歌
仙
傳
』
の
こ
の
記
載
は
、
割
注
の
部
分
を
も
含
め
て
、
『
三
十
六
人
歌

仙
伝
』
異
本
本
文
と
一
字
一
句
た
り
と
も
違
わ
ず
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
は
、
現

行
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
本
文
と
全
く
同
じ
か
、
極
め
て
酷
似
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
外
、
看
過
し
得
な
い
例
と
し
て
、
中
務
の
条
の
記
載
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
問
題
と
な
る
部
分
に
限
っ
て
『
歌
仙
二
葉
抄
』
を
掲

げ
よ
う
。

さ
れ
る
。
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『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
は
、
右
に
掲
げ
た
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
記
載
を
、
作
者
名
の
下
に
付
さ
れ
た
割
注
の
形
で
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

中
務
宇
多
院
第
四
一
帛
中
務
卿
敦
慶
親
王
女
云
々
母
伊
勢

母
高
藤
大
臣
女

即
ち
、
こ
の
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
の
記
載
の
体
裁
に
よ
れ
ば
、
「
中
務
卿
敦
慶
親
王
」
の
母
親
が
「
高
藤
大
臣
女
」
だ
と
い
う
こ

○

と
で
あ
る
。
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
、
「
母
高
藤
大
臣
女
」
の
「
母
」
字
を
脱
落
さ
せ
（
お
そ
ら
く
依
拠
資
料
『
歌
仙
傳
』
の
段
階
で
脱
字
と

な
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
）
、
し
か
も
割
注
の
体
裁
の
意
味
を
理
解
せ
ぬ
ま
ま
、
二
行
書
き
の
割
注
を
続
け
て
記
述
し
た
た
め
、
結

果
的
に
荒
唐
無
稽
な
内
容
へ
と
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
、
内
容
的
に
誤
っ
た
引
用
と
な
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
、
結
果
的
に
内
容
に
誤
り
が
あ
ろ
う
と
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
引
用
さ
れ
た
記
載
そ
の
も
の
は
、
異
本
『
三
十
六
人

歌
仙
伝
』
の
特
徴
を
極
め
て
よ
く
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』

が
、
現
行
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
三
例
は
、
み
な
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
に
特
有
の
本
文
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』

の
引
く
『
歌
仙
傳
』
と
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
と
は
、
本
文
的
に
親
し
い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら

ｊ
瞥
見
す
れ
ば
、
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
、
壬
生
忠
見
の
条
で
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
が
「
壬
忠
見
」
と
記
し
「
壬
生
」
の
「
生
」

脈
字
を
落
し
て
流
布
本
と
対
立
し
、
ま
た
、
天
徳
二
年
に
「
摂
津
権
大
目
」
に
任
じ
た
と
記
し
、
「
摂
津
大
目
」
と
す
る
流
布
本
と
対
立
す

○

歌ｒ
る
異
同
箇
所
に
お
い
て
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
引
用
本
文
は
異
本
本
文
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
も
言
い
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、

と拠
藤
原
敦
忠
の
条
で
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
が
「
（
延
長
）
八
年
九
月
廿
一
百
昇
殿
。
十
二
月
任
二
右
衛
門
佐
一
。
九
月
三
日
任
二
左
近

繁
衛
少
将
一
」
と
あ
っ
て
、
傍
線
部
分
を
「
九
年
二
一
月
」
と
す
る
流
布
本
と
対
立
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
の
引
用
本
文
は
異

本
ノ
マ
、

舳
本
本
文
と
同
文
で
、
「
九
月
二
一
日
」
と
し
て
、
依
拠
資
料
の
不
備
を
感
じ
つ
つ
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
事
実
な
ど
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

ｒ

か
よ
う
に
細
か
い
点
に
わ
た
る
事
例
は
、
他
に
も
枚
挙
に
暇
の
な
い
ほ
ど
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
繧
述
し
来
た
っ
た
こ
と
を
綜
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近
世
中
期
刊
行
の
『
歌
仙
二
葉
抄
』
は
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
多
量
に
引
用
し
、
し
か
も
そ
の
本
文
健
現
存
伝
本
の
少
な
い
異

本
系
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
近
世
に
お
け
る
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
流
布
状
況
を
知
る
手
が
か
り
と
も
な
り
へ
か
つ
、
現

在
で
こ
そ
圧
倒
的
に
流
布
本
優
勢
の
観
が
あ
る
が
、
近
世
中
期
に
は
流
布
本
本
文
と
並
行
し
て
、
異
本
本
文
も
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た

合
す
れ
ば
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
が
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
系
の
本
文
で
あ
る
こ
と
は
、
異
論
な
く
認
め
ら

れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
流
布
の
状
況
を
跡
付
け
る
も
の
と
し
て
、
稿
者
が
こ
れ
ま
で
知
り
得
た
の
は
、
天
保
四
年
（
一

八
三
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
尾
崎
雅
嘉
著
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
が
唯
一
の
文
献
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
の
依

拠
し
た
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
は
異
本
系
の
本
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
た
と
え
ば
、
第
三
章
で
触
れ
た
源
重
之
の
略
伝
に
つ
い
て
は
、

康
保
四
年
十
月
左
近
衛
権
将
監
に
任
じ
、
同
月
右
近
将
監
と
な
り
、
安
和
元
年
十
一
月
従
五
位
下
、
二
年
正
月
相
模
権
介
、
天
延
三
年

正
月
左
馬
助
、
貞
元
元
年
七
月
相
模
権
守
、
長
保
年
中
陸
奥
に
て
卒
す
。

と
記
す
如
く
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
に
特
有
の
記
事
内
容
を
持
ち
、
ま
た
、
凡
河
内
躬
恒
の
条
に
も
、
同
じ
く
、

（
大
堰
川
行
幸
和
歌
ノ
折
）
そ
の
行
幸
の
日
題
九
つ
出
だ
さ
れ
て
読
人
は
六
人
な
り
し
に
、
外
の
人
々
は
題
ご
と
に
一
首
を
詠
ま
れ
た

れ
ど
、
躬
恒
は
鶴
江
に
立
て
り
と
い
ふ
題
の
外
は
一
題
に
二
首
詠
み
て
献
ぜ
ら
れ
し
事
・
…
：

と
あ
っ
て
、
傍
線
部
分
が
異
本
の
特
有
本
文
と
合
致
す
る
の
で
あ
り
、
更
に
は
、
前
章
に
述
べ
た
壬
生
忠
見
に
つ
い
て
も
「
天
徳
二
月
正

○

月
、
摂
津
権
大
目
に
任
ぜ
ら
れ
た
り
」
の
よ
う
に
、
異
本
と
一
致
す
る
「
摂
津
権
大
目
」
と
す
る
な
ど
、
異
本
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を

こ
と
を
裏
付
け
る
の
で
あ
る
。

｛
ハ
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『歌仙二葉抄』と『歌仙伝』

本
稿
は
、
専
ら
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
と
、
現
存
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
異
本
・
流
布
本
両
本
文
と
の

比
較
、
検
討
を
通
し
て
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
の
本
文
系
統
を
見
窮
め
る
こ
と
を
論
じ
た
た
め
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
自
体
の

問
題
、
た
と
え
ば
、
三
十
六
歌
仙
の
代
表
歌
が
異
本
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
掲
出
す
る
代
表
歌
と
、
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
ま
た
「
三

十
六
歌
仙
絵
」
（
佐
竹
本
な
ど
）
所
載
歌
と
も
異
な
る
等
の
問
題
は
措
い
て
顧
み
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

な
お
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
名
称
に
つ
い
て
、
顕
昭
の
『
柿
本
朝
臣
人
麿
勘
文
』
・
『
古
今
集
序
注
』
で
は
「
舟
六
人
伝
」
と
掲
げ
、

流
布
本
系
本
文
で
は
「
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
と
す
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
『
歌
仙
二
葉
抄
』
所
引
『
歌
仙
傳
』
が
異
本
系
本
文
で
あ
る
こ

と
を
考
え
併
せ
る
と
、
異
本
は
全
て
「
歌
仙
伝
」
の
名
称
と
な
る
。
顕
昭
の
言
う
「
舟
六
人
伝
」
が
正
式
の
書
名
か
略
称
な
の
か
は
判
然

と
し
な
い
が
、
現
存
す
る
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
諸
伝
本
は
み
な
近
世
書
写
の
写
本
で
あ
っ
て
、
群
書
類
従
本
も
含
め
て
管
見
し
得
た

諸
伝
本
に
つ
い
て
言
え
ば
、
例
外
な
く
流
布
本
は
「
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
、
異
本
は
「
歌
仙
伝
」
の
名
称
で
統
一
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

下
敷
き
に
し
た
と
想
定
す
れ
ば
納
得
で
き
る
事
象
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
は
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
依

拠
し
た
と
は
ど
こ
に
も
明
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
た
と
え
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
が
『
歌
仙
傳
』
を
極
め
て
直
裁
に

引
用
す
る
の
と
異
な
り
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
独
特
の
和
文
脈
の
中
に
採
り
込
ん
で
い
る
の
で
、
果
し
て
実
際
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』

を
典
拠
資
料
の
一
つ
に
用
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
見
窮
め
に
は
な
お
一
沫
の
不
安
も
残
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
に
先
立
つ
こ
と
八
十
数
年
、
『
歌
仙
二
葉
抄
』
に
既
に
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
系
本

文
が
極
め
て
多
量
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
に
は
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
の
異
本
も
通
行
し
て
い
た
こ

と
が
裏
付
け
ら
れ
、
『
百
人
一
首
一
夕
話
』
が
異
本
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
を
典
拠
に
仰
い
だ
で
あ
ろ
う
と
の
想
定
に
も
、
一
応
の
蓋
然

と
が
裏
付
け
ら
れ
、
『
百
人
一
首
一

性
を
付
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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注
（
１
）
題
篭
は
な
く
、
厳
密
に
言
え
ば
書
名
不
明
で
あ
る
が
、
⑧
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
一
五
四
・
七
）
『
歌
集
樵
抄
』
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
る
た
め
、

私
に
仮
り
に
こ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
。

（
２
）
「
異
本
三
十
六
人
歌
仙
伝
ｌ
翻
刻
な
ら
び
に
解
説
ｌ
」
（
「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
第
八
号
、
昭
和
五
七
年
三
月
）

「
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
考
ｌ
作
者
な
ら
び
に
成
立
年
時
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
七
年
十
月
）
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